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0:は じ め に

近年,校 則をめぐって様々な議論がなされ,「 校則問題」 という形でひとつの社会的問題

関心の焦点を形成 している。 その議論は,基 本的には,校 則をめぐる 「是」「非」 のふたつ

の立場の対立 と捉えることが可能である。

校則を必要だとする立場を選択するなら,典 型的には,次 のような意見を主張することに

なる:「学校は,集 団生活の場だ。 集団生活の秩序を守るためには,誰 もが好 き勝手をやっ

ていてはいけない。そこにはおのずからルールというものがあって,お 互いにそれを守るの

が,民 主社会の原則ではないか。そうすることではじめて,み んなが心地よく集団生活を営

めるのだ」。

逆に,校 則はできるだけな くしていくのがいい,と いう立場を選択するならば,同 様に次

のような意見を主張することになるだろう:「いま,学 校では,生 徒たちが校則に縛 られて

苦 しんでいる。教師は生徒を管理する為に,校 則を盾に取 って生徒の自由をできるだけ奪お

うとしているのだ。教師は校則を絶対化 している。彼 らは,自 分の生徒たちを信用できない

か ら,校 則に頼 って しまうのだ」。

この対立は,し か しなが ら,奇 妙なものである。すなわち,こ のふたつの立場は,主 観的

には対立 しているものの,論 理的には,「水掛け論」の様相をしめしている。それは,「校則

は生徒の行為を縛 るものである」という唯一つの校則観をい くぶんか異なる立場か ら言い表

わ しているに過 ぎないと考えられるのである。 この校則観を,本 稿では,T.P.ウ ィルソ

ンωに倣って 「校則の 〈規範的パ ラダイム〉」と名付けることにする。

本稿の目的は,校 則をあぐる学校内の諸現象を把握するためのモデルを,こ うした 〈パラ

ダイム〉 という観点か ら検討する事にある。特にここでは,「 校則問題」 の様々な議論のう

ちで も,ジ ャーナ リズム等の一般的なの場での議論を問題にするのではなく,ア カデ ミック
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な議論について検討を試みる。具体的には,現 在の校則論議を理論的に指導 しているといえ

る高野の 「教育法社会学」的アプローチを検討しながら,① その中に,一 般的社会的な場で

の議論に見 られるものと同様の く規範的パ ラダイム〉を見出 し,② その問題点を指摘す る。

その上で,③ 校則現象把握の新しいパラダイムとして 「校則の く解釈的パ ラダイム〉」 の提

起 し,そ の理論的モデルの素描を試みる。

1:校 則の 〈規範的パラダイム〉

校則に関する研究の蓄積 は主にいわゆる 「学校経営学」の領域でなされてきているが,そ

の中でも指導的な役割をはた している高野桂一の一連の研究を検討することが本節の作業 と

なる。高野の校則研究は,高 野(1987)を 始めとして現在 も進行中の ものである。 そ してそ

の議論 は,学 校内部規範一般に関する彼のいわゆる 「教育法社会学」の議論の一画をなすも

のであり,高 野(1976)で 整理された 「理論モデル」が,そ の諸研究の概念枠組 となってい

ると言える。そこで本稿ではまずこのモデルを素描 し,次 にこのモデルに則 った彼の校則研

究を検討することにする。

1-1:高 野による 「理論モデル」の概要

わが国の伝統的学校経営論では,法 解釈学中心の議論が支配的位置を占めていた。 ところ

がその議論は,実 際の学校における実践を捉えるためには欠陥を持つ ものであった。 まず,

実際の学校の日常では,制 定法に対する 「慣習法」の占める比重が犬きい。 ところが法解釈

学的な枠組の中での 「慣習法」の一般的な位置付けは,制 定法に準拠 している限りにおいて

理論枠組に導入されるに過ぎないという周辺的なものである。さ らに,こ の 「慣習法」は,

実際には,変 化する教育現実に対応 して動態的なものであると考え られるのだが,法 解釈学

的な枠組においては,制 定法に対応する静態的概念として把握されている。 これらの諸問題

を解決するために,い わゆる 「教育法社会学」が構想された。すなわちそこでは,学 内規程

を 「生 ける法」 としてより柔軟かつ動態的に,し か も学校教育の現実の中で トータルに把握

するという視点が採用されることとなった。そ して高野(1976)に おいて,T.パ ーソンズお

よびA。 グール ドナーの組織理論を引きながら 「学内規定に関する理論モデル」 が提起され

たのである(そ の全体像は,【図1】 のとおり)。そこで高野は,学 校を4つ のサブ ・モデル(す

なわち①形成過程モデル;②規範論理モデル;③実施過程モデル;④ 経営 ・教育効果モデル)か らなる

ひとっの全体モデルという観点か ら捉えようとする。学校内の規範現象はそれらサブ ・モデ

ルで表される諸 システムの間の一連のインプットーアウ トプ ットの流れとして把握される。

そ してこの理論モデルか ら一連の仮説が導出され,そ の検証が試み られることになるのであ

る(高 野(1976))。
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図1高 野 「学 内規程 に関す る理論 モデル構 図」(高野1976,p.46)よ り転載
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1-2:校 則研究

校則ωは,「 学校内部規範の一種(一 部)を なすものであり,生 徒の学校生活上の行為 ・

行動の基本を織 りなす規範の総体を意味する(高 野(1987))」。高野はその校則研究を,上 述

の理論モデルの枠組に従 って進めている。 すなわち,校 則をそれに関与する当事者(生 徒 ・

教職員 ・父母 ・行政等)間 の相互作用(「合意」あるいは 「妥協」)の産物としての 「生ける法」

と見倣 し,そ の生成/調 整の過程に注目しながら,上 述理論モデルの各サブ・モデルおよび

サブ・サブ ・モデル(各 サブモデル間の関係に関するモデル)毎 に仮説を提出 し,そ れを実証的

に検証する,と いう手続きが とられているのである。

1-3:高 野モデルにおける 〈規範的パラダイム〉とその問題点

高野の校則研究の全体をフォロウすることは本稿の趣旨を超えるものである。本稿の目的

は,「 校則問題」 の問題意識全般のうちに含まれていると考えられる 〈規範的パラダイム〉

を,ア カデ ミックな言説の中に発見することであった。 本節では,高 野 による校則研究の

「問題関心」 が含んでいる 〈規範的パラダイム〉を析出するとともに,そ うした 「問題の立

て方」 じたいか ら帰結するい くつかの問題点を示す。

まず,高 野モデルにおいて校則がどのように定義 されているかを見てみよう。校則の概念

規定 は,高 野(1987)の 第1部 第1章 で行なわれている。 そこで高野 は,ま ず 「校則」 とい

う日常語に代えて 「生徒規範」 というタームを用いる事を確認する(「生徒規範」 とはすでに

引用したとおり 「学校内部規範の一種(一 部)を なすものであり,生 徒の学校生活上の行為 ・行動の基

本を織りなす規範の総体」である)。そしてその 「生徒規範」をさらに分析的な二類型に区別す

る:す なわち①(技 術規範としての)「生徒規則」と,②(内 面的倫理規範としての)「生徒心得」

である。現実の校則 の中では,一 部の学校 ・項目に倫理規範 と見倣され るものがある(例:

「登下校の際は,校 門で感謝の気持ちをこめて礼をする」;「○○中学校の生徒として恥じない行動をし

よう」〔3})が,大部分は技術規範的な 「生徒規則」である。

(内面的な 「生徒心得」 から区別された)「生徒規則」 を枠組の中心に据えたことによって,

「生徒規範の持つ強制性 ・拘束力についての検討の問題(4)」が喚起 されることとなった。 す

なわち,① 「生徒規則」は定義上,内 面的倫理的に絶対化されるものではな く;し かも,②

国家権力を背景 とする制定法であれば一定の強制性を期待できるが,「 生徒規則」 にはむし

ろ学内の 「慣習法」 としての部分が大 きい;さ らに,③ 教育関係 という特殊な文脈 において

は,制 裁的な強制規範 は最小限に止めることが求め られ る,と いった一連の条件の中で,

「生徒規範」の拘束力の根拠を求めねばならないのである。高野はその根拠を,「価値合理的

動機づけ」(M.ウ ェーバー)に 求めた。 高野によれば 「近代法に特有な順法精神の要素とし

ての 「内面的自発性」 とは,ま さにこの価値合理的支配 という心理構造を意味するものなの

である。」(5);また 「教育法規範としての生徒規範(生 徒規則)が 法規範 としての強制性 ・拘束

性をもつとして も,上 述のように,そ の直接的担い手である生徒の規範意識に根ざす法規範

的内面的自発性(教 育の論理や学習行動規範のもつ価値合理的動機づけ)を 前提 とするものであ

ることを深 く吟味する必要がある」(6)。
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以上が,高 野による 「校則」定義にかんする記述の概要である。 この議論の中に,本 稿で

言 うところの 〈規範的パ ラダイム〉が見出だされることは,既 に明 らかであろう。そこでは

「校則」 は,究 極理想的には生徒によって内面的自発的に遵守 されるもの(す なわち言い換え

れば,完 全に生徒の行為を拘束するもの)と して定義されているのである。ただし,言 う迄 もな

く,そ うした規定 じたいは,最 初からゾレンのレヴェルの議論 としてなされたものである

(それに関しては高野自身も注意深く筆を進めている)。従って,上 述のような究極理想的な校則

の規定だけを取り上げてそれを 〈規範的〉であると言 おうとすることは無意味であり本稿の

意図す るところではない。第一,実 際の校則がかならず しもそのような形で遵守 されていな

いことは言 う迄 もないことであり,他 ならぬ高野自身がそれを解 っているからこそ,こ のよ

うな理論モデルを設定 して 「教育法社会学」的な実証研究を行なっているのである。む しろ

本稿が問題にするのは,高 野の理論モデルが実際にザインのレヴェルで実証研究の枠組 とし

て用いられる際に校則現象を捉える捉え方が,〈規範的〉だということのほうなのである。

高野モデルのザインの レヴェルでの 〈規範〉性を見るために,こ こで,高 野モデルが準拠

しているT.パ ーソンズの議論の 〈規範〉性を復習しておこう。パーソンズは,社 会的行為

者の主体性と社会的拘束 とのパラドックスすなわち 「ホッブズ的秩序問題」を解決するたあ

に,ウ ェーバーの行為理論とE.デ ュルケームの社会秩序理論 とを総合 し,さ らにS.フ ロイ

トの同一化論を導入することによって 「価値規範の内面化=社 会化」という理論を完成させ

た。そこでパーソンズは,行 為者 は規範的価値を内面化することによって自律的に社会規範

に従 った行為をす る,と い う議論を行なった。 ところが,そ の議論に従う限り,① 論理的帰

結 として,「 過剰に社会化された人間像」(D.H.ロ ング)「ホモ ・ソシオロジクス」(R.ダ ーレ

ンドルフ)「判断力の麻痺 した中毒患者」(H.ガ ーフィンケル)と いったものを結像 して しまい,

またそういった秩序維持的な人間を成員 とする過度に静態的な社会像を結像 して しまう;②

現実の世界で規範からの逸脱行為が行なわれた場合に,そ れを単なる 「社会化の失敗」とい

う残余範疇 として しか把握できない,と いった問題が生 じたのであり,そ のために 「社会学

における規範的パラダイム」(ウィルソン前掲)と 名付けられ批判 されることとなった。

校則に関す る高野の議論 はパーソンズの議論と明らかにパ ラレルであ り,従 って,そ の

く規範〉 性やその帰結する問題点も同様のものであることがわかるだろう。 すなわち,① 高

野モデル(【 図1】 参照)に 登場する人間像はしかるべき 「規範意識」 を持 って校則現象に

「自発的に参加」する参与者,と いうものであり,特 に生徒は,「規範の内面化」が行なわれ

るべき素材 という捉え方がなされている(確 かに,校則制定/変更時の主体的な 「生徒参加」の重

要性は高野の繰り返し強調するところのものである。しかし,規 範形成は校則現象のごく限られた一局

面に過ぎず,そ こでの 「生徒参加」の強調はむしろ生徒の主体的校則活動の場を限定し儀式化して捉え

ることにつながっていると考えられる)。そのために,も ともと 「動態モデル」 として構想 され

たはずであるにもかかわ らず,非 常に一面的で静態的な校則現象像を結像する;② そして,

現実に校則が遵守されない場合には 「規範の内面化」の不完全さという残余範疇的把握がな

されることとなるのである。

高野(1989)はr青 少年の規範意識の内面化過程 一法規範意識の発達を中心 として一』
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と題された調査報告であるが,そ こでは次のような 「基本的視角」のもとに質問紙調査が行

なわれている:

本質問紙調査内容において基本的に析出 しようとする点は,第 一に各質問項 目にかか

わり中学生1,2,3,高 校生1,2,3の 各学年進行 による規範意識の発達段階の特質の

変化 と,そ の規範論理(価 値)的 根拠づけの規範意識の類型の違いに関するものである。

ここでは,青 少年の規範意識がより自己の 「外部的規制(他 律性)」に比重をかけたもの

か,よ り 「内部的規制(自 律性)」に注目したものかの発達を問 うことが目ざされる。ま

た第二に,各 質問項 目相互の関わりにおいて,学 校 ・家庭 ・社会場面における法規範

(法律 ・生徒規則等)を 中心として,道 徳規範 宗教規範,仲 間規範等の規範種別の横の

関わりの構造における規範意識の特質を見ようとするものである。 ここでは技術規範 と

しての法規範(学 校の生徒規則や法律)と 他の規範 との識別 と関連をどこまで内面化 して

いるかに注目するω。

このような視角か ら,具 体的には例えば次のような質問が用意されている(8）:

[問1]あ なたが学校のきまりだと思 うものは次のどれですか。以下か ら一つ選び,そ

の番号に○をつ けて下 さい。

1.そ れを守 らないと先生から怒 られたり罰せられた りす ること

2.先 生か ら,守 るように言いっけられたこと

3.そ れを守ればいっか自分によいことがあること

4.親 しい友達がやっているやりかた

5.み んなが何となくやっているや りかた

6.生 徒会,学 級会などで決めたみんなの約束 ごと

7.み んながそうしなければならないと思 っていること

8.自 分がそうしなければならないと思 っていること

9.そ の他

調査はこの質問を中学校1年 生～高校3年 生まで行ないその変化を分析 しているのだが,興

味深いのは,選 択肢1,2と いった他律的意識の項目を選択す る回答者が学年を追 うごとに

増加傾向にあるという結果を受けてこの設問について次のようなまとあが行なわれているこ

とである:

全体的に見て,学 年が低いほど,学 校のきまりに対する建前意識が表に現れるが,そ

れが学年を追 って,複 雑 な問題含みの傾向を帯びるかに見えることが気 になるところで

ある。 また,こ の基底には,全 体的には真の意味での権利義務規範(法 規範)意 識のい

まだ不十分で,弱 いことが影響 しているのかとも思われる(9)。
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ここに見 られるのは,調 査結果に対する考察の 〈規範的パラダイム〉的なフィルター効果で

ある。すなわち,漂 択肢1あ るいは2の 項目に対する回答者の反応を積極的な検討の対象に

するのでなく,「規範意識」 の 「不十分さ」 という残余範疇として一面的に把握 してしまっ

ているのである。

1-4:〈 規範的〉モデルの成立要件

以上,高 野による校則研究の特に 「問題設定」の部分をやや詳細に検討 しながら,そ こに

〈規範的パ ラダイム〉 が含まれている事を明 らかにした。 もちろん,そ のことによって高野

による研究を批判することが本稿の目的であるわけではない。なぜなら,あ るパラダイムに

則 った議論を別のパラダイムに則 った議論から批判す る事(自 分のパラダイムとは別のパラダ

イムに則っている,と 批判すること)は 無意味だからである。 実際,先 に引用 した高野による

調査研究の結果やその考察は,そ れだけを見れば 「正 しい」 といってよいだろう。確かに,

調査対象の生徒たちの 「真の意味での権利義務規範(法 規範)意 識」 は 「不十分で,弱 い」

のであって,そ の考察に間違 いはないのである。本稿の立場が高野モデルに対 していくぶん

か批判的な評価をなしうるとするならば,そ れは次のような意味においてである。

すなわち,第 一に,本 稿冒頭に示 した通 り,〈規範的パ ラダイム〉 は高野モデルを含む学

術的言説のみならず一般社会的ないわゆる 「校則問題」の圏内全域に共有されている。その

ために,高 野モデルの枠組か ら打 ち出された 「結論」は,一 般社会的な 「校則問題」の通念

と同質のものとなってしまわざるをえない。例えばいわゆる 「パーマ退学事件」の当事者と

なった校長のコメントを見てみよう:

校長と生徒が争 うことは悲 しい。民主社会ではルールを守るのが大切だ と指導 してい

るが,原 告の元生徒 には方針が理解 してもらえなかった(1。)。

このコメントの言葉が,発 言者どうしの立場や信条の相違を超えた形で,先 に引用 した調査

研究の考察の言葉 と同質のものであるのは一見 して明らかであろう。とするならば,高 野モ

デルは,一 般社会的な 「校則問題」の通念を前提 し,反 復 し,弁 護する形で校則現象をなぞ

り,「記述 している」 に過 ぎないことになる。 それは既に,校 則現象の 「説明」 としての地

位にはないと考えられるのである。

第二に,〈規範的パラダイム〉 の言葉による校則現象の 「記述」 そのものも,現 在,リ ア

リティを失いつつあるのではないかと考え られる。 なぜなら,〈規範的モデル〉 の記述が リ

アリティを持ち得 るのは,校 則現象(あ るいはより広く学校教育全体)を めぐる社会的な状況

がある一定の条件を満たしている場合に限 られるのであ り,そ の条件がかつては満たされて

いたが現在は次第に満たされなくなっている,と いう事態が考え られるか らである。例えば,

校則の 〈規範的モデル〉 による記述がリァリティを持っためには,学 校の組織が十分にリ

ジッドでありまた生徒の側 も学校のフォーマルな側面に深 く主体的に参加 していることが必

要である。そのためにはまた,社 会全体の レヴェルで教育システムに対する信頼(あ るいは,
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教育 「神話」)が維持されていることが必要である。仮に,社 会あるいは教育 システムの変化

によってそ うした諸条件が充たされな くなれば,〈 規範的モデル〉 による記述は リアリティ

を失う(極 端な例をあげるならば,大 半の生徒が学校に何の積極的な目的もなくただ 「単なる社交場」

として集まっているだけ,と いう状況を考えた場合,そ こで校則にかんするトラブルが起ったとしても

それは 「生徒の規範意識」を云々する以前の問題である)。そして実際に,教 育の脱神話化あるい

は不本意入学の増加などの事態の不可逆的な進行は,既 に誰の眼にも明 らかとなっているの

である。 このような現状において,〈 規範的モデル〉 は説明力を失 ってい くと考え られるの

である㈲。

2:校 則把握の 〈解釈的パラダイム>

2-1:理 論的出発点

本章では,前 章で検討 した 〈規範的パラダイム〉に対するオルターナテ ィブとして,校 則

研究の く解釈的パラダイム〉 を提起する。 まず,〈解釈的パ ラダイム〉 の基本的視角を明 ら

かにするために,A.シ ュッッによるパーソンズ批判の議論を参照 しよう(吻。 シュッツによ

れば,パ ーソンズの規範論の問題点は,① 「科学的合理性」 と 「日常的合理性」 との混同;

②客観的 ・一義的に存在する 「規範」に対する行為者の 「自律的な志向」 というモデルの非

現実性,と いったところにある。すなわち,① 科学者ではないふつうのひとびとは,も のご

との本質を究極 にまで追求 しながら(す なわち 「科学的合理性」に則って)社 会生活を送 ってい

るわけではない。ふつうの人々が則っている 「日常的合理性」はより曖昧でア ドホックな性

質を持つが,そ れは単に 「科学的合理性」の不完全な形態として残余範疇的に扱われ得 るも

のではな く(パ ーソンズはそれを混同してしまっているのだ),む しろまったく独 自の原理 として

研究の対象 とされねばならない;② 人々の行動原理がそのようなもの(「 日常的合理性」)であ

る以上,様 々な人々の間で規範が客観的 ・一義的に確定 され自動的に追求 される,と いう

パーソンズモデルは妥当ではない。行為者が 「自律的」に行為すると言 う限りは,規 範の多

義的特性(曖 昧さ)を 前提 とせねばならない。 そしてそ こで は人々が規範をいかに解釈 ・判

断 しそれを行動に移すか,と いう局面の研究(す なわち本稿で言う 〈解釈的パラダイム〉)が 提

起 されることになるのである。

2-2:校 則の 「暖昧さ」

以上の発想に立 ってあらためて校則現象を見た場合,そ こで校則の 「曖昧さ」という特性

がクリティカルな位置を占めていることに気づくであろう㈹。

坂本(1986)は,こ の点に注 目して事例をあげながら議論を進めている:

事 例1一 大阪府N中 の場合

この学校の生徒心得は比較的簡単な本文に極めて詳細な追加説明事項がついているの

が特徴である。おそらく追加説明事項は本文の細則であるが,こ のような形をととのえ
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るの に年 月 を か けて 蓄 積 して い っ た ので はな いか と思 わ れ る。 一 部 分 の み あ げ て お く。

〈本 規 定 〉

「服 装 と所持 品

(a)服 装 は正 し く質 素 で 清 潔 な も のを 着 る。

(b>男 子 の 服装 は黒 の学 制 服 を着 用 し,帽 子 を 着 用 す る場 合 は学 生 帽 子 の み可 。 学 生

服 の下 は 白色 カ ッ ター シ ャツ とす る。 女 子 の服 装 は所 定 の標 準 服 を着 用 し,下 は

白色 カ ッタ ー シ ャ ツま た は ブ ラ ウ ス とす る。

(c)夏 の上 衣 は純 白 と し男 女 共 カ ッ ター シ ャツ ま た は ブ ラウ ス とす る。

(d)名 札 は決 め られ た位 置 に正 し くつ け る」

[追 加 説 明]

1夏 服 の 場 合 下 着 は原 則 と して 白色 で,も よ うの な い もの を着 る こ と。

2授 業 で 使 って い る体 操服 は,制 服 の カ ッター シ ャ ツ,ブ ラ ウ ス と同 じに扱 う。

3Tシ ャツ を ク ラ ブ活 動 の 時 に着 る こ とは可 。 又 カ ッ ター シ ャ ツの した に下 着 と し

て 着 る こ と も可 。 た だ し色 は 白 の み。 胸 の一 部 に ワ ン ポ イ ン トは可 。

4寒 い と き はセ ー タ ーを 着 て もよ い が,制 服 の なか に着 る こ と。 首 はV首,ハ イ

ネ ック の もの を 着 用 す る こ と。 トッ ク リ首 の もの は禁 止 。 ハ イ ネ ック と は首 の と

こ ろ で折 り返 しの あ る もの を い う。 上 着 を ぬ ぎセ ー タ ー姿 で 校 内 生 活 を して は い

け な い。 セ ー タ ー は はで な 色,も よ うの もの は禁 止 。 そ で 口や え り もと で少 し見

え る の はや む を え な い。 トレー ナ ーを制 服 の下 に着 る と き は セ ー ター と同 じに扱

う。

5手 袋,マ フ ラ ー … …略

6ジ ャ ンパ ー等 … …略

7上 着 の す そ の 長 さ や ス カ ー ト,ズ ボ ンの長 さ は長 く しす ぎ た り短 く しす ぎた り し

て は い け な い。 ズ ボ ンの タ ック は極 肥満 体 の生 徒 の み や む を え な い。 た だ しワ ン

タ ッ ク とす る。

8レ イ ンコ ー ト等 … …略

9く つ 下 は男 女 共 白色 で か ざ りの な い もの を原 則 とす る。 線 入 り は よ いが,全 体 に

線 が 入 って い るの は はで に な る ので 禁 止。

(参考)線 は三 本 ぐ らい まで で線 の入 ってい る部 分 が くつ下 の 半 分 を こ え な い。 ハ イ

ソ ッ ク ス は 白色 の もの は可 。 パ ンテ ィス トッキ ン グ は はだ 色,黒 色 は可,あ

み 目 に織 って あ る もの は不 可 。

10バ ン ド… … 略

11く つ は三 足 必 要 … …略

12カ バ ン… … 略 」

この 詳 密 な追 加 説 明 を検 討 す る と細 か い が選択 の 余 地 もあ って,他 校 に もよ く見 か け

る内 容 で 必 ず し も極 限 ま で い って い るわ けで はな い 。 しか し,も っと詳 し くな る可 能 性

も あ る。
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本文では寒い時には何も書いていない,と いうので追加説明でセーターの着用を認め

た。 しか しセーターの内容をどうきめるのかというのでV首,ハ イネックとする。 そ

してハイネックの定義を加えていく。セーターの色をどうす るのか。セーター姿で校内

を歩かれては困るのではないか。それは禁止 しよう。少 し位見えるのはよいのか。上着

やズボ ンの長 さはどうする。 タックは禁止 しよう。 しか し肥満体はやむをえないだろう。

肥満体 といってもいろいろだか ら極肥満体に限るべきだ。それもワンタックだけだ。 こ

んな議論が交わされたにちがいない。いささかの疑問の余地 もないほどに細か く規制で

きないと安心できないのはどうしてなのだろうか。なぜ生徒の良識にまかせよう,教 師

の指導があればそこまで規則化 しなくともよいのではないか,と いう意見が通 らなかっ

たのだろうか。これは考えさせる問題である(14)。

以上やや長めに引用 した坂本の記述は,校 則の 「曖昧さ」をめ ぐる問題が現在の校則現象

の問題点の焦点に位置 していることを鮮明に描いている。ただ し,こ の問題は,坂 本が言 う

ような 「生徒の良識」や 「教師の指導」 といったレヴェルで解消される種類のものではない。

なぜな ら,「正 しく質素で清潔な」服装,と いう規定の意味を客観的 ・一義的に決定 し得る

ような 「良識」は論理的にいって存在 しえないからである。 しか も驚 くべきことに,上 に示

したようなこと細かな[追 加説明]や(参 考)に もかかわらず,な お,こ の校則 は曖昧さを

残 しており 「いささかの疑問の余地 もないほどに細かく」 はなっていない(例 えば,「はでな

色,も ようのもの」というのはどのようなものか?ス カートが 「長すぎる」という基準は?)。要する

に,こ の問題は校則を含むあらゆる(自 然言語によって書かれた)規 則の規定が本質的に含ん

でいる 「曖昧さ」 の問題(H.ガ ーフィンケルの用語で言うところの 「表現のインデックス性」)な

のであり,そ れが根本的に解決されることは不可能なのである。 とするな らば校則研究は,

「曖昧さ」 の問題を,批 判さるべき現象の一端 と捉えるのではな く,研 究の出発点に据えね

ばならないだろう。

そうした視角か ら 「曖昧さ」にさらに注目するとき,ガ ーフィンケルによる有名な観察を

参考にすることができるだろう。ガーフィンケルは,ロ サンジェルス自殺防止センターの組

織内の活動を研究 した。 彼はその中で,職 員たちが,断 片的でつ じつまがあったりあわな

かったりするようなデータをやりくりしながら死亡ケースを分類 していくやりかたについて

以下の事を見出だしていた:

死の様態に関するいくつかのタイ トルのうちのひとつが各々のケースに割 り当て られ

ねばならなかった。そのいくつかのタイ トルというのは,自 然死 ・事故死 ・殺人 ・自殺

という4つ の基本的可能性の法的に可能な組合せか らなるものであった。それらタイ ト

ルのすべては,単 純にその実際の各々の使用に際 して発生する多義性 ・曖昧さ ・即興性

といったものを防ぐように管理されていただけではな く,ま たそういった曖昧さ ・多義

性 ・即興性をあえて招 くようにも管理 されていたのである。つまり,彼 らの作業におい

ては,そ ういった多義性がたぶん トラブルであるような部分があるだけでな く,彼 ら専
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門家たちが自らの環境にたいして曖昧さ・多義性を招 くように ・即興性を招 くように ・

あるいはいちじしのぎなどを招 くように対処 しているという部分があるのである㈹。

成員の眼から見た場合,言 い換えればそれを起らしめた実際の実践に即 して見た場合,

日常的問題探求はルールによって ・あるいはルールに従 って達成されるものではない。

それはむしろ,明 らかに何か欠けたものとして認識されており,し かしそれが欠けてい

るというまさにそのことによって,そ れの十分性が認められ,そ してそれゆえにこそ,

誰ひとりとして敢えて詳 しく説明を要求するものがいないというわけなのである㈹。

つまり,我 々が日常的に規則を用いる際には,「 曖昧さ」 を必ずしも排除 してお らず,む し

ろ,規 則の機械的な適用を回避 して 「曖昧さ」 を積極的に組織的に確保 ・運用することに

よってこそ,現 実の現実性を生成 している,と いうことである。 ガーフィンケルのこの視角

は校則現象に適用できる。すなわち,「校則」の 「曖昧さ」 は,学 校組織の成員(生 徒および

教師)に よってむ しろ積極的に確保 ・運用されているのではないか,と いう視角が考え られ

るのである。

2-3:生 徒による 「暖昧さ」の運用

校則の 「曖昧 さ」 が生徒 によって運用されている,と いう点については,多 くの指摘に

よって既に周知のこととなっているだろう。生徒のサブカルチャーの多 くは規則に従 って産

み出されるわけでも規則に最初か ら違反 して生まれて くるものでもなく,規 則の隙間,そ の

「曖昧さ」の中にこそ誕生の可能性を見出し,そ こから拡大 してきたものである:

制服の着用によって,服 を中心 とした トータルファッションを学校生活で自由に楽 し

むことのできない女子中学生たちは,制 服に規制されないところでお しゃれを します。

その一つは髪型です。/髪 型への関心は,小 学校高学年あたりから始まりますが,中 学

生になると美容院を自分できめたり,雑 誌やテレビに登場するタレン トの髪型をまねた

りするようになります。パーマは禁 じられているが,カ ットのしかたで髪型のバ リエー

ションを十分つ くりだす ことができるのを知っている彼女たちは,か わいい髪型,か っ

こいい髪型の情報あつめに熱心になります。ヘアーブラシや鏡を持ち歩 くようにな り,

シャンプーにもこりだすで しょう。 このかぎりでは,学 校の規則にもひっかか りません。

(…)

髪型や身だしなみ用品の使用が,制 服や服装の規則などによる規制をまぬがれるかぎ

りで,多 くの女子中学生のあいだに広がっているように,学 校での彼女たちのおしゃれ

はかぎられた部分に集中 します。規則による規制のおよばない所に,日 常の学校生活で

の装いの可能性 をもとめるのです。/学 校生活のなかで も比較的 自由に楽 しめるものと

して,女 子中学生 のファッションへの関心を誘 うのは,小 物 などの雑貨,い わゆる

ファッショングッズです。文房具におけるキャラクター商品などと並んで,ハ ンカチ,
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ティッシュケース,ポ ーチ(化 粧品や洗面道具・生理用品を入れる小さいバッグ),サ ブバ ッ

グ(学 校のかばんの他にもつ布製のバッグなど),ヘ アピン,ス ポーツタオルなどに関心を

あらわ します。 ティッシュペーパーや救急ばんそうこうにもイラスト入りのものがでる

など,生 活必需品としての機能性に遊びの要素を加えたファッショングッズの増加は,

女子中学生の持ち物のおしゃれに拍車をかけました。このようなファッション雑貨の需

要の占ある割合の大きさも,女 子中学生のファッション動向の特徴 といえるで しょう(1乃。

校則の 「曖昧さ」には,こ のような規則の文言 レヴェルの 「曖昧さ」 に加えて,規 則適用 レ

ヴェルの 「曖昧さ」が存在す る。すなわち,す べての生徒が教師によって四六時中監視 され

ているわけではないし,様 々なケースが機械的に一律に罰せ られ ることも事実上はありえな

い以上,い わゆる校則違反に相当しかねない行為であって もある一定の範囲内であれば違反

に問われることはないのである:

… もっとも学校に反抗的なのはヤンキーグループである。彼女 たちは規則を破っても

結局たいしたことにはな らないことを知っている(「おどかしてるだけで赤点はっかない」

「停学の憂き目にあってもめったに退学にはならない」「タバコが見つかってもチクられなかっ

た」)。(…)

一般 グループは,規 則 は守 らず,学 校の行事などにも積極的に参加 しない場合が多い

が,教 師と表立 って対立するようなことはしない。規則破 りの注意に対 しては,注 意さ

れる前に走 って逃げたり,規 則違反をその場で直 して教師が通 りすぎた後でまたもとに

戻すなどの一時的な対策で乗 り切っている㈹。

2-4:校 則をめぐるゲーム

これ らの記述を読む際 に,注 意 しなければならないことがある。すなわち,校 則の隙間を

縫って教室に大量のファンシーグッズを持ち込んだり教師に隠れてタバコを吸ったりしてい

るか らといって,生 徒が規則を積極的に逸脱 していこうとしていると捉えるべきではない,

ということである。なぜなら,そ ういう捉え方の中には,前 提として,校 則の客観的一義性

という見方が含 まれているか らである。 もし校則が客観的一義的に存在するならば,そ して

それが常に厳格に適用されているのならば,フ ァンシーグッズやタバ コは逸脱的ということ

になるだろう。 しかし実際には,校 則のほうが曖昧なのであって,生 徒の行動 はその隙間に

棲みついているに過 ぎない。むしろ,生 徒のほうでも,各 々自分なりに妥当な校則 の暗黙の

ラインを想定 しながらそれに従って行動 しているという見方の方がより現実を正確に捉えて

いると考えられる。言 う迄もなくそのような暗黙の妥当性のラインは教師の側 によって も模

索されているのであり,教 師 と生徒の学校内での相互行為の中で双方の想定がある程度の範

囲内の 「暗黙の了解」を形成 している,と いうのが校則現象の基本的な実態ではないだろう

か㈹。 このように,い わゆる 「生徒心得」 に書いてある 「文言」 としての校則ではなく,学

校の中で実際に運用 されている暗黙のラインの方を現実的な規則 と見倣すな らば,そ の限 り
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においては生徒は規則 に従おうとしているのだとさえ言えるのである。このことは,次 のよ

うな比喩を想像すると理解 しやすいだろう〔20}。

テニスというゲームを考えてみよう。校則とは,テ ニスコー トのラインのようなものであ

る。 テニスの選手 とは,サ ーブをラインよりも内側に入れる絶妙のカンを習得 している人の

ことを指す。同様 に,学 校の生徒は,学 校組織の中で校則が実際に運用されている際の 「暗

黙の了解」を探 り当てる独特の 「カン」(たとえば,ど ういう場合に見逃されやすいとか,ど うい

う前例があったとか,ど ういう言い訳が可能かとか,ど ういう場合が危険か,と いった諸々の学校内常

識)を 習得 している。学校生活は,テ ニスのゲームのようなものである。 ただし,そ れは通

常,審 判のいないゲームであって,そ のたあに,ラ インぎわの判定は常に 「曖昧」で,「 暗

黙の了解」にかかっている。サーバーは,ど こまで突っ込んでギリギ リを狙えるか,と いう

点にカンを最高度に働かせるのであって,そ のカンが優れているものこそが,優 れたプレイ

ヤーである。

この観点か らは,「 不良」 の生徒 こそが優れたゲームプ レイヤーだということになる。 校

則違反ギ リギ リの事をいろいろや りながら,例 えば停学は食 らっても退学は免れる,と いっ

た風に,彼 ら自身にとって必要であるアウ トプット(例えば卒業証書)は しっか り手にすると

いう真似 は,校 則ゲームの最 も熟達 したプレイヤーだけに可能なことである。 ここで重要な

のは,彼 らもまた彼 らなりのや り方で学校という規則運用組織を上手 に活用 しているという

ことである。彼 らは決 して学校の秩序か ら途方もなく逸脱 していこうとしているわけではな

い。彼らもまた学校 というテニスコー ト上の選手なのである。

このように 〈解釈的パラダイム〉に立つとき,校 則は,生 徒の行為を縛るものというより

は,そ れを用いて教師と生徒が活動 していく 「環境の構成要素」②)と見倣 される。

2-5:教 師による 「曖昧さ」の運用

前二節では,校 則の 「曖昧さ」が生徒によって運用されている様態を素描 した。生徒 は校

則の 「曖昧さ」の中に自由の可能性を見出し,教 師との相互行為の中で規則を解釈=運 用す

ることによってその可能性の領域を拡張 していくことができる。ここで,ひ とつの疑問が生

じるだろう。すなわち,校 則の 「曖昧さ」がそのような生徒の活動の潜在的な温床となって

いるとすれば,そ のような 「曖昧 さ」は教師にとっては厄介なだけではないか。そ うだとす

れば,教 師はそういった 「曖昧さ」を(先 に述べたように,こ の 「曖昧さ」は本質的には無くなり

得ないものなのであるが,少 なくとも)で きるだけ排除するはずではないだろうか。 しか しなが

ら,こ の疑問に対する答えは,否,で ある。すなわち,教 師 もまた,こ の厄介な 「曖昧さ」

を,一 方では積極的に必要 としているのである。次の記述はある小学校教員が学校内の 「き

まり」を作 る際の困難について述べたものである:

抽象的な表現で目指す方向だけを示すな ら,子 供達の考えや気持ちを尊重することが

できます。/子 どもたち個々が自分で判断し行動 しなければならないのですから,自 主

性 ・自発性を育てるためには有効な示 し方 と言えるで しょう。/し か し,子 どもによっ
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ては,何 をどのようにすれば良いのかが分からないので,結 局何 もしないという状態に

させて しまう心配 もあります。/そ れなら細かく具体的に示せば良いので しょうか。/

とことん細かく具体的なきまりを作れば,子 どもたちが迷 うことはあ りません。きまり

どおりに動けば良いのですか ら,あ る意味ではこんなに楽なことはありません。/し か

し,何 が何でも○○ させる,と いう硬直化 した指導=管 理になって しまいます(22)。

ここに描かれているのが 「規則」の 「曖昧さ」をめぐる教師のディレンマであることは明ら

かである。それは次のよ うにパラフレーズできる。た しかに教師は,生 徒の勝手な解釈=運

用の余地が大 きくなりすぎるほど 「規則」を 「曖昧」に しておくことはできない。 しかし同

時に,「 規則」の 「曖昧さ」 を根絶 してしまうことは,教 師自身の教育者としてのアイデン

ティティそのものを脅かすことになる。 もし 「曖昧さ」がなくなって しまったら教師は生徒

に対 してただ機械的に杓子定規に校則を押 し付けるだけのマシーンになってしまう。教師は,

ここで言 う 「曖昧さ」の中にこそ,自 らの教育者としての判断権 ・裁量権すなわち 「教育的

配慮」「教育的指導」の余地を見出しているのである。 したがって,教 師にとっても,「曖昧

さ」 は,「 なければないほうがよい」 という種類のものではなく,積 極的に必要なものなの

である。

以上に示 してきたように,〈 解釈的パ ラダイム〉 に立つとき,校 則現象は,学 校組織の中

で教師 と生徒が規則を解釈=運 用 し合いながら展開 していく交渉の過程,し かも,教 師の側

も生徒の側 も規則があまりに明示化されてしまうことを回避 し 「曖昧さ」を確保 しながら解

釈=運 用を行なっていかなければならないというディレンマを含んだ,動 態的な過程 として

モデル化 され描 きだされ ることになるであろう。

次章では,こ のモデルを用いながら,現 在の校則現象の トピックである 「校則のエスカ

レー ト化」 について考察する。

3:「 管理主義」のパラドックスー 「校則のエスカ レー ト化」現象への視角

ここで 「校則のエスカレー ト化」と呼ぶ現象は,一 般には 「管理主義教育」 という問題の

文脈で語 られている。教育問題に関するある小辞典の 「管理主義教育」の項 目には,次 のよ

うな記述がある:

校内暴力が顕在化 した1970年 代後半,教 師や生徒への管理強化が進展。 規律第一の

指導は体罰 ・いじめ ・不登校などの問題を生んだ㈲。

このような捉え方か らは,① 教師(あ るいは学校の体制そのもの)が ガチガチの 「管理主義」

イデオロギーに毒されており;② 彼 らが推 し進ある管理のために生徒(あ るいは末端の教師を

含め)の 自由が実際に奪われ,そ のス トレスが原因でい じめ等の問題が生 じる;③ だから,

学校内の教師の意識を高あ生徒を信頼することによってこの 「管理主義教育」という問題を
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解決 しなければならない,と いった実態像が浮かび上がってくるだろう。いわゆる 「校則見

なおし」の運動は,こ の文脈で実際に展開されているものである。 しかしなが ら,問 題を特

に 「校則のエスカレー ト化」現象に限定するならば,そ ういう像はある面で リアリティを欠

くものだと思われる。その発想は,本 稿で先に示 した 〈規範的パラダイム〉 に基づ くもので

あり,そ こか ら論理的欠点を引き継いでいる。すなわち,① 実際の教師がほんとうに 「管理

主義」 イデオロギーの{鬼偲として行動 してばかりいるとは考えられず;② また,先 にも触れ

たように,校 則がある程度細密化されたとしてもそれによって生徒の活動の自由が実際に狭

め られるわけではない。生徒の自由というものはもともとが規則と規則との隙間,そ の 「曖

昧さ」の解釈=運 用可能性の中に育 ってきたものであり,し かも校則の 「曖昧さ」が原理的

に無 くならないものであるとするならば,「 校則のエスカレー ト化」 が生徒の実際の自由を

著 しく狭めているとは考えに くい;③ とすれば,仮 に生徒がス トレスを感 じているとしても,

それが 「管理主義」を原因としているとは考えにくく,従 って教師の 「管理主義」イデオロ

ギーを糾弾するというやり方では,事 態の解明 ・解決のたあには有効ではないと考えられる。

また,管 理を極小にしてあとは 「生徒の良識を信 じるべきである」という議論があるが,こ

れも十分に リアルではない。なぜなら,先 に触れたように,学 校内での生徒の規則把握はあ

くまで も教師 との相互行為の中で産み出されるものであるから,生 徒だけを放置 してその

「良識」 にまかせる,と いうことは論理上不可能である。 かりに実際にそのようなことを し

た場合には,生 徒が 「自らの良識」に従 うというよりは,教 師側からの相互行為圧力の欠如

に相関するかたちでまさに好き勝手に規則解釈;運 用をする危険性が大 きいと考え られる。

これらの理由から,現 在広 く論 じられている 「管理主義教育」批判の議論には,ま さに 〈規

範的パラダイム〉そのものの限界性に基づく限界があると考えられるのである。

〈解釈的パラダイム〉に立つとき,「管理主義教育」 と呼ばれ批判 されている現象はひとつ

のパラ ドックスである。 いま,生 徒管理の様態(緩 やかな管理/厳しい管理)と 実際の生徒の

行動(秩 序的/逸脱的)の 組合せで4っ のパターンを想定 してみよう。すると,① 管理が緩や

かで生徒が秩序的;② 管理が厳 しく生徒が秩序的;③ 管理が緩やかで生徒が逸脱的;④ 管理

が厳 しく生徒が逸脱的,と いうパターンが考え られるであろう。この うち②のケースが,い

わゆる 「管理主義教育」 の理念型であろう(④ のケースでは,管 理が機能していないわけだから,

つまり生徒の自由が確保されているという意味においては,い わゆる 「管理主義教育」の問題性を共有

しているわけではないと考えられる)。 そして,「 管理主義教育」 批判の議論において目指 され

ている理想ケースの理念型 は,① であろう(い わゆる 「管理主義教育批判」論者も,例 えば生徒

が毎日だらだらと遅刻をしてくるとか制服を好き勝手に変形するとかといった状態を 「理想」としてい

るわけではない)。 ここであらためて②(「管理主義」)と①(理 想状態)と を比較すると,前 者

に比べて後者のほうでより生徒が自由である,と いうわけではないことが分かる。結局のと

ころ,生 徒が遅刻をしなかったり制服を変形 しなかったり華美な服装で校内を歩かなか った

りパーマをかけなかった りするという点については,両 者において相違はない。両者を分か

っのは教師の側からの 「管理」的な働きかけの存在の有無 という点だけ,あ るいは 「校則の

エスカ レー ト化」 という主題に即 して言うならば,規 則の事項が校則の中に明示化されてい
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るか否かという点だけ,で ある。 とすれば,「管理主義教育」批判は,ま さに 「管理主義は

管理的だか らいけない」 というトー トロジーに帰結 し,ま た 「校則のエスカ レート化」批判

は,ま さに 「規則が明示化 されているか らいけない」 という奇妙な命題に帰結 してしまうの

である。

ここで,先 に引用 した坂本の文章を もう一度想起されたい:

いささかの疑問の余地 もないほどに細かく規制できないと安心で きないのはどうしてな

のだろうか。なぜ生徒の良識にまかせよう,教 師の指導があればそこまで規則化 しなく

ともよいのではないか,と いう意見が通 らなかったのだろうか。

ここに見 られる発想が,前 節で指摘 した教師の問題 とパ ラレルであることは明らかであろう。

すなわち,い わゆる 「管理主義教育」批判の発想は,そ れ じたい,教 師の 「曖昧さ」への性

向と関連がある,と いうことである。管理的な働きかけの強化や規則の明示化によって学校

内での教師による 「管理」・「規則化」があからさまなものとなることは,ほ かな らぬ教師自

身の(あ るいはより一般的な 「教育」そのものの)神 秘性を喪失させる。 それは,「生徒の良識」

「教師の指導」 といった教育的 ・神秘的語彙の成立の基盤 そのものを危険に陥れるものなの

である。 この文脈において,「 管理主義教育」 批判の言説の存在理由が理解可能なものとな

る。それはたしかに,先 に見たように,現 実の教育問題の解決に必ず しも寄与 し得るとは限

らない。にもかかわらず,そ れは,教 師自身,あ るいは教育そのものの 「神秘性」を守るた

あに有効に機能 しているのである。

4:今 後 の 展 望

校則現象を解明 ・解決 していくたあの方針として,本 稿の立場からは,大 きくふたっの方

向性が考えられる。一つは,マ クロ的なアプローチである。 いわゆる 「管理主義教育」批判

の言説は,現 在の学校の問題状況を,学 校内部の要因すなわちいわば教師の管理主義的イデ

オロギーに見出すものであった。 その発想からは,教 師のイデオロギーさえ修正すれば(す

なわち学校の内部要因を改善すれば),事 態が解決に向かうはずだ,と いう解決策が提起される

ことになる(い わゆる 「校則の見なおし」)。ところが,本 稿の視角からは,そ ういった見方は

(〈規範的パラダイム〉 に立つがゆえの論理的欠陥から)事 態を的確に把握 しうるとは考えられな

か った。真の問題を言いあてるためには,本 稿で先に 〈規範的モデルの成立要件〉として指

摘 したような諸条件を考慮 に入れる必要がある。すなわち,学 校内部 にだけではなく学校 と

外部社会 との関係,す なわち学校外部の社会的コンテクス トの中での学校の(あ るいは 「教

育」の)位 置付け ・具体的にはその価値低下,あ るいは進学率の上昇 にともなう不本意就学

者の増加,あ るいはまた塾や予備校 といった教育産業の拡大 による教育の脱=神 話化,と

いった諸々の要因に眼を向けねばならないということになるのである。

校則現象解明 ・解決への第二の方向性は,よ りミクロな ものである。すなわち,マ クロ社
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会的なコンテクス トそのものを所与とした上で,そ の中で現実の学校内の相互行為がいかに

行なわれているかに注目し,個 々の校則現象を解明 し,ま た(相 対的な)改 善策を提起す る

ことが,可 能だと考え られる。例えば:

先生のクラスには,上 ばきのかかとを踏んでいる子はいませんか?シ ャツが出てい

る子 はいませんか?/日 常の生活指導の中で,こ れ らのことについて指導を します。

ですが,そ のような時は,往 々にして"注 意"が 目立ち,あ まり良い感 じが しません。

私 は,授 業中に,ち ょこっと指導をします。/た とえば,算 数の授業中です。

「5×6=」 と板書をし,誰 かに答えてもらいます。/や さしい問題ですので,あ ち

こちか ら手が上がります。/「はい,川 口さん。」/川 口君が席を立とうとした時,く っ

のかかとをふみっぶしているのが見えました。/こ んな時に,"く つのかかと"の 指導

を します。/川 口君は席を立ち,答 えようとします。 その瞬間,次 のように言います。

/「おっと,残 念。 くつのかかとをふんでます。 答える権利がありません。」/こ のよう

に言うと,川 口君はあわてて くつをはきます。 くつをはいてか ら,答 えようとします。

/「なあんだ。 大 したことないな。」 と思った方 もおられるでしょう。/し か し,こ の

フェイント的なやり方には,大 切な指導のポイントが含まれています。(…)(24)

すなわちここでは,教 師は故意に規則適用を 「曖昧」化することによって,逆 に指導の効果

を高めようとしている。このように,校 則現象の相互行為分析では,規 則の 「曖昧さ」を巧

みに管理する教師/生 徒の日常的ス トラテジーの析出が重要な問題となる。

本稿で 「校則現象の 〈解釈的パラダイム〉」 と呼び整理を試みたような立場からは,す で

にいくつかの実証的研究がなされている。

北沢(1983);(1987)は,小 ・中学校を対象に,学 校内部の諸活動を ビデオ収録するという

方法によって調査を実施 した。そこか ら,規 則の 「曖昧さ」 をめぐって教師側が自らの(原

理上は恣意的な)解 釈を生徒側に押 し付けることによって統制を行ない秩序を維持 している,

という側面を描きだ している。

山本(1989)は,あ る高校に対するやはり質的な調査か ら,そ の学校で行なわれた 「遅刻

追放運動」の進行過程を再構成する。そして,い わゆる 「不本意就学者」を多 く含むがゆえ

に困難なその学校の秩序形成のダイナ ミズムを,「異人」 とその 「排除」 という視角か ら描

き,ま た,「 教育」 という理念 じたいがそういった秩序形成の完遂を妨げもす るというパラ

ドックスを指摘 している。

稲垣(1989)は,あ る中学校への観察およびインタヴューによる調査から,教 師と生徒 と

のコミュニケーションを規定する日常的な解釈枠組に注目し,そ れを 「生徒 コー ド」 と名付

ける。「生徒コー ド」 は,具 体的には 「チクリの禁止」等む しろ教師 と生徒の距離を拡大す

るものであるが,ま た教師 と生徒はそのコー ドを各々適宜援用することによって教室秩序を

構成 している,と い う指摘がなされている。

吉川(1993)は,「3な い運動見直 し」 に関 して行なったある高校の生徒への ヒアリング
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を もと に,オ ー トバ イ に は 「隠 れ て乗 る」 とい う,生 徒 に よ る 「普 通 の子 」 演 技 の 意 識 を描

きだ す 。 そ して,学 校 の 「実 質 的 な 「秩 序」」 が,文 字 通 りの規 則遵 守 に よ る よ りは,「 暗黙

の 合 意 」 を め ぐ る教 師 と生 徒 の ス トラ テ ジ ックな相 互 行 為,あ る い は 「交 渉 的 取 り引 き」 に

よ って 達 成 され て い る と指 摘 す る。

本 稿 は,こ れ らの成 果 に加 え,校 則 現 象一 般 を 「曖昧 さ」 を め ぐる ゲ ー ム と い う視 角 か ら

整 理 した上 で,そ の 「曖 昧 さ」 の確 保 ・運 用 ス トラテ ジ ーの 析 出 とい う研 究 課 題 を 提 起 し得

た と思 われ る。 この視 角 か らの具 体 的 な実 証研 究 が,今 後 の 課 題 とな るで あ ろ う。

(以 上)
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